
自然公園ワーケーション推進事業業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

自然公園ワーケーション推進事業業務 

 

２ 業務委託の目的 

  愛媛県の自然公園は、豊かな自然環境や歴史・文化、温泉などの魅力にあふれてお

り、新しい働き方であるワーケーションの適地となる要素を有していることから、エコ

ツアーやアクティビティなどの自然体験、生物多様性の保全を切り口とした環境保全、

さらには地域の人々との交流を取り入れた自然公園ならではのワーケーションを促進す

ることにより、自然公園への誘客を推進するとともに長期滞在へつなげていく。 

  ついては、本事業の企画運営に係る業務を委託する。 

 

３ 業務期間 

契約締結日～令和７年２月 28日(金) 

 

４ 事業費（委託料） 

  ２，０２１，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

 

５ 業務実施方針 

本業務の趣旨を十分に考慮したうえで、下記の内容に係る事業の実施に必要な一切の 

業務を行うこと。 

（１）本事業を通じて、ワーケーション参加者への愛媛県内にある国立・国定・県立 

自然公園の魅力の周知、交流人口・関係人口の拡大を図ること。 

（２）愛媛県内の自然公園でのワーケーションの実施について、情報発信すること。 

 

６ 業務内容 

（１）石鎚国定公園を活用した親子ワーケーションモデルプランの造成 

  ①親子で参加可能な３泊４日のワーケションツアープランを造成すること。 

  ②造成にあたっては、リモートワークとアクティビティ活動の両方又はアクティビ 

ティ活動が自然公園内で実施されるものであること。 

  ③アクティビティ活動の内容にエコツアー、環境保全、地域交流の要素を盛り込む 

こと。 

④宿泊地については、石鎚国定自然公園内又は久万高原町内とする。 

⑤雨天時にアクティビティ部分が実施不可とならないよう代替案についても設定し 

ておくこと。 

 

（２）親子ワーケーションモデルツアーの実施 

①（１）で造成したコースをもとに、令和６年８月～令和７年２月末までに 

１回以上モデルツアーを開催すること。 

   ②ツアー実施に必要な手配、関係者との連絡・調整を行うこと。 

③大都市圏（東京・大阪等）の企業から参加者を募集・選定して 15名以上（子の 

人数を含む。）で実施すること。 



④参加者の交通費及び滞在費等の全部又は一部を委託料に含めること。 

⑤募集用として、モデルツアーのチラシデータを作成すること。 

   ⑥リモートワーク時に支障がないよう必要に応じて Wi-Fi環境を整えること。 

   ⑦ツアー実施にあたって、自然公園法、その他法令を遵守すること。 

   ⑧ツアー実施後、参加者及び関係者からアンケートを徴し、課題の抽出等、事業の 

検証を行うこと。 

   

 ７ 成果の帰属及び秘密保持 

（１）本業務で得られた成果は、原則として委託者に帰属する。 

（２）本業務に関し、受託者から委託者に提出された計画書等は、本業務以外の目的で 

使用しない。 

（３）本業務に関し、受託者が委託者から受領又は閲覧した資料等は、委託者の了解な 

  く公表又は使用してはならない。 

（４）受託者は、本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 

 

８ その他留意事項 

（１）受託業務の推進にあたっては、実施内容を事前に協議するなど、県と緊密な連携 

のもと、迅速かつ効率的・効果的な遂行を心がけること。 

（２）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じ県と協議のうえ処理するこ 

と。 


